
就
学
援
助
制
度
に
つ
い
て

　

経
済
的
な
理
由
に
よ
り
学
用
品
な
ど
の

負
担
が
困
難
な
保
護
者
に
援
助
し
ま
す
。

対
象　

小
・
中
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児

　

童
・
生
徒
の
保
護
者
で
、
生
活
保
護
を

　

受
け
て
い
る
人
と
そ
れ
に
準
じ
て
生
活

　

が
困
窮
し
て
い
る
人

児
童
・
生
徒
が
在
籍
し
て
い
る
学
校

問
教
育
総
務
課
☎
72
２
３
０
５
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市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
は
お
早
め
に
！

　

市
民
税
・
県
民
税
の
申
告
期
限
は
、
３

月
15
日
㈭
で
す
。
例
年
期
限
間
近
に
な
る

と
会
場
が
混
雑
し
ま
す
の
で
、
早
め
に
申

告
を
済
ま
せ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

申
告
に
必
要
な
書
類
は
、
必
ず
整
理
・

集
計
し
、
事
業
所
得
な
ど
の
あ
る
人
は
、

収
支
内
訳
書
を
作
成
の
上
持
参
し
て
く
だ

さ
い
。
整
理
・
集
計
・
収
支
内
訳
書
の
作

成
を
し
て
い
な
い
人
は
、
申
告
の
受
け
付

け
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
３
月
４
日
㈰
は
申
告
相
談
を
受
け
付
け

　

ま
す
。

問
税
務
課
☎
51
６
７
６
６
、
51
６
７
６
７

60
歳
未
満
で
会
社
な
ど
を
退
職
さ
れ
る
人
は

  

国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す

　

60
歳
未
満
で
会
社
な
ど
を
退
職
さ
れ
る
人
や
、
そ
の
人
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶

者
は
、
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。
保
険
証
を
任
意
継
続
さ
れ
る
人
も

国
民
年
金
へ
の
切
り
替
え
が
必
要
で
す
。

問
市
民
課
国
民
年
金
係
☎
51
６
７
５
３

　
　

八
戸
年
金
事
務
所
☎
０
１
７
８
・
４
４
・
１
７
４
２

■
60
歳
未
満
で
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き

　

会
社
な
ど
を
退
職
す
る
と
本
人
（
第
２

号
被
保
険
者
）
と
配
偶
者
（
第
３
号
被
保

険
者
）
は
国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
が
必

要
で
す
。

◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

▼
印
鑑
▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
▼
年
金
手
帳

　

▼
資
格
喪
失
証
明
書
▼
本
人
確
認
書
類

　

な
ど　
　
　
　

■
加
入
手
続
き
を
し
な
い
、
未
納
に
し
て

　

い
る
と

　

国
民
年
金
に
未
加
入
、
ま
た
は
加
入
し

て
い
て
も
保
険
料
を
未
納
に
し
て
い
る
と
、

老
後
に
受
け
取
る
年
金
を
受
け
ら
れ
な
く

な
っ
た
り
減
額
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
ま

た
万
一
の
と
き
に
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族

基
礎
年
金
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。

　

す
ぐ
に
厚
生
年
金
に
加
入
す
る
予
定
で

も
空
白
期
間
が
１
日
で
も
あ
れ
ば
、
国
民

年
金
へ
の
加
入
手
続
き
が
必
要
で
す
。

■
保
険
料
の
納
付
方
法

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
郵
送
さ
れ
る
納
付
案
内
書
で
、
各
金

融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納

付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
も　

　

納
付
で
き
ま
す
。

◆
口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
で
の　

　

納
付
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　

▼
通
帳
▼
銀
行
届
出
印
▼
ク
レ
ジ
ッ
ト　

　

カ
ー
ド
な
ど

※
前
払
い
（
前
納
）
す
る
と
保
険
料
の
割

　

引
が
あ
り
ま
す
。

■
納
付
に
困
っ
た
ら

　

保
険
料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、
免

除
制
度
に
該
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や
離
職
票
を
持

参
の
上
、
早
め
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

免
除
が
認
め
ら
れ
る
と
、
年
金
を
受
給

す
る
た
め
の
資
格
期
間
に
反
映
さ
れ
ま
す
。

※
平
成
30
年
３
月
か
ら
、
年
金
の
各
種
届

　

出
・
申
請
に
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記

　

載
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

粗
大
ご
み
・
大
量
の
ご
み
を
出
す
と
き
は

ル
ー
ル
を
守
り
計
画
的
に
処
分
し
ま
し
ょ
う

▼
ご
み
を
収
集
場
所
に
出
す
場
合
は
、
燃

　

え
る
ご
み
・
燃
え
な
い
ご
み
・
資
源
ご

　

み
に
分
別
し
て
、
指
定
の
袋
に
入
れ
決

　

め
ら
れ
た
日
に
少
し
ず
つ
出
し
ま
し
ょ
う
。

▼
ま
だ
使
用
で
き
る
も
の
は
、譲
っ
た
り
、

　

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ョ
ッ
プ
を
利
用
し
ま
し
ょ

　

う
。

▼
粗
大
ご
み
の
処
理
方
法（
い
ず
れ
も
有
料
）

　

▽
十
和
田
地
域
広
域
事
務
組
合
に
自
己

　

搬
入
す
る
▽
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
で
処

　

理
券
を
購
入
・
予
約
し
、
収
集
を
依
頼

　

す
る
▽
一
般
廃
棄
物
処
理
業
者
へ
依
頼

　

す
る

※
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
２
６

　

十
和
田
地
域
広
域
事
務
組
合

　

☎
㉘
２
６
５
４

宝
く
じ
助
成
事
業
を
活
用
し
ま
し
た

　
（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
が
行
う

全
国
自
治
宝
く
じ
普
及
広
報
事
業
の
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
助
成
・
青
少
年
健

全
育
成
助
成
を
受
け
、
次
の
団
体
が
整

備
・
文
化
学
習
を
行
い
ま
し
た
。

◆
万
内
町
内
会

　

万
内
集
会
所
の
新
築

◆
三
本
木
小
地
区
安
全
・
安
心
協
働
活
動

　

協
議
会

　

▽
事
業
名
「
十
和
田
湖
・
奥
入
瀬
渓
流

　

を
知
る
、　

育
て
る
」

　

▽
概
要　

体
験
学
習
な
ど
を
通
し
、
十

　

和
田
湖
・
奥
入
瀬
渓
流
へ
の
価
値
を
再

　

確
認
す
る
と
と
も
に
、
郷
土
愛
・
親
子

　

の
絆
も
深
め
、
相
互
の
思
い
や
り
や
助

　

け
合
い
の
心
を
育
み

　

ま
し
た
。

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課

　

☎
51
６
７
２
５


